
 

 

 

2022年３月７日 

逗 子 市 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条第３項の規定に基づき逗子市議会議員から逗子市長に対し、会議

に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求がありましたので、同条第４項の規定に基づき臨時会を招集する

ものです。 

 

会議に付議すべき事件 

・ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し抗議及び制裁措置を求める意見書 

 

 本件に関するお問い合わせ先 

電話046-873-1111（代表） 
付議予定事件とりまとめ担当：総務課 

逗子市 ‐Press Release-  

令和４年逗子市議会第１回臨時会の招集について 

令和４年３月８日開会予定の第１回臨時会付議予定事件は、次のとおりです。 

 


